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序
章第
一
節
本
稿
の
対
象

第
二
節
課
題
の
限
定

第
三
節
「
家
」
制
度
Ｌ

第
四
筋
史
料
状
況
と

第
五
節
新
史
料

第
六
節
本
稿
の
位
紐

第
一
章
憲
法
二
四
条
成

第
二
章
民
法
改
正
過
程

１
戸
職
法
改
正
過
鯉
に
先
行
し
た
民
法
上
の
「
家
」
廃
止
方

針
決
定
の
予
備
的
考
察
－
－

本
稿
の
対
象

課
題
の
限
定

「
家
」
制
度
と
憲
法
・
比
法
・
戸
職
法
の
相
互
関
係

史
料
状
況
と
先
行
研
究

新
史
料

本
稿
の
位
紐
付
け
（
以
上
水
号
）

憲
法
二
四
条
成
立
過
樫
と
民
法
・
戸
鰯
法
の
「
家
」
制
度

戦
後
占
髄
期
の
民
法
・
戸
霜
法
改
正
過
程
（
二
（
和
Ⅲ
）

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
二

ｌ
「
家
」
の
廃
止
を
中
心
と
し
て
Ｉ

第
三
章
戸
篇
法
改
正
過
程
の
諸
段
階

第
四
章
「
家
」
制
度
廃
止
を
起
因
と
す
る
戸
籍
法
改
正

ｌ
「
第
一
の
流
れ
」
’

第
万
章
人
口
動
態
統
汁
の
梢
滞
化
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
謎
を
起
囚
と

す
る
戸
鰯
法
改
正

ｌ
「
鏑
二
・
第
三
の
流
れ
」
Ｉ

結
章

和

田

幹

彦
五
一
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本
稿
で
は
、
戦
後
占
領
期
の
戸
籍
法
改
正
過
程
の
解
明
を
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
ま
た
、
民
法
改
正
に
於
け
る
「
家
」
制
度
改
廃

〃
針
の
決
定
過
蝿
も
、
後
述
の
通
り
限
定
的
・
砿
点
的
に
考
察
す
る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
四
六
年
二
Ⅱ
以
後
の
窓
法
改
正
過
漉
か
ら
、

（
１
）
 

一
九
四
七
年
（
昭
和
二
一
一
年
）
一
一
一
川
の
瓜
法
・
戸
繍
法
（
及
び
戸
繍
法
施
行
規
則
）
改
正
に
至
る
過
祇
を
対
象
と
し
て
扱
う
。
（
以
下
、

「
比
法
改
正
」
「
戸
繍
法
改
正
」
と
は
於
本
的
に
こ
の
時
期
の
改
正
を
指
す
。
但
し
、
民
法
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
の
序
に
於
い
て
述
べ
る

通
り
、
一
九
四
六
年
九
川
ま
で
を
遍
点
的
に
扱
う
。
）

占
傾
期
の
戸
鰭
法
改
正
の
効
き
は
、
人
別
し
て
次
の
三
つ
の
要
因
に
規
定
さ
れ
、
各
々
に
対
応
す
る
「
流
れ
」
が
存
在
し
た
と
み
る
こ

と
ど
ま
っ
た
。

第
一
に
、
法
的
「
家
」
制
度
廃
止
。

節
二
に
、
人
口
勅
態
洲
在
・
統
汁
の
粉
糖
化
。

第
三
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
樅
利
の
保
趣
。

こ
の
う
ち
、
戸
鯖
法
の
根
本
的
・
全
面
的
改
正
を
要
請
し
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
第
一
の
「
家
」
制
度
廃
止
の
流
れ
で
あ
る
。
第

二
の
人
ｎ
動
態
調
査
・
統
計
の
精
密
化
の
流
れ
は
、
結
果
的
に
は
戸
薪
法
よ
り
も
一
川
鰯
法
施
行
規
則
の
改
正
を
要
請
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
節
三
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
椛
利
の
保
説
の
流
れ
は
、
第
二
の
流
れ
と
拾
仇
し
つ
つ
、
限
定
的
・
先
駆
的
な
改
服
及
び
そ
の
試
み
に

と
が
で
き
る
。

序

ユリ２＄

1丁し

第
一
節
本
稿
の
対
象

法
学
志
休
鍬
九
十
Ⅶ
巻
鏑
Ⅶ
号

八
二
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次
に
、
課
題
を
限
定
し
て
お
く
。

立
法
史
・
法
改
正
史
の
解
明
に
あ
た
っ
て
の
作
業
設
題
と
し
て
は
、
網
羅
的
で
は
な
い
が
、

（
２
）
 

（
１
）
史
料
の
発
見
・
特
定
・
縦
皿

（
２
）
法
改
正
過
樫
の
動
的
力
学
側
係
（
Ｏ
望
月
目
８
即
ち
「
（
何
時
、
）
誰
が
、
何
を
、
如
何
な
る
（
第
一
次
的
）
理
由
・
背
景
の
下

（
３
）
 

に
、
決
め
た
の
か
」
）
の
考
察

（
３
）
改
正
内
容
の
川
自
・
源
の
衿
察
（
他
の
法
［
体
系
〕
圏
か
ら
の
も
の
か
否
か
）

（
４
）
異
な
る
法
制
度
の
（
法
改
正
段
階
で
の
）
受
容
／
非
受
容
の
要
因
の
考
察
（
（
２
）
と
当
然
関
連
）

（
５
）
改
正
法
の
、
改
脈
後
の
現
実
の
法
尖
務
・
社
会
生
活
で
の
受
容
の
考
察

が
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
比
較
的
多
量
に
亙
る
新
史
料
を
取
り
上
げ
て
実
証
的
側
而
に
頭
点
を
置
き
、
民
法
・
戸
繍
法
改
正
過
殿
で
、
ま

戦
後
古
研
期
の
民
法
・
戸
畷
法
改
正
過
懸
二
）
（
和
川
）

五
三

本
稿
で
は
、
戸
籍
法
改
正
過
程
の
「
三
つ
の
流
れ
」
全
て
の
簡
潔
な
時
系
列
の
描
写
は
第
三
章
で
ま
と
め
て
行
う
。
そ
の
上
で
、
改
正

の
極
度
に
鑑
み
、
第
一
の
「
家
」
制
度
廃
止
の
流
れ
を
肢
も
大
き
く
取
り
上
げ
、
第
一
・
二
・
三
・
四
章
で
扱
う
。
特
に
第
三
節
で
述
べ

る
よ
う
に
、
節
一
章
の
磁
法
二
四
条
成
立
過
職
、
第
二
策
の
民
法
改
脈
過
程
は
、
戸
締
法
改
正
の
「
第
一
の
流
れ
」
に
と
っ
て
栴
接
不
可

分
か
つ
本
質
的
な
先
行
過
侃
で
あ
る
た
め
、
（
そ
の
限
り
で
限
定
的
か
つ
）
耐
点
的
に
考
察
し
て
お
く
。

第
二
の
人
口
動
態
調
査
・
統
計
の
糖
密
化
と
、
第
三
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
保
護
の
流
れ
は
、
相
互
に
拮
抗
す
る
こ
と
も
あ
り
、
併

せ
て
節
三
・
五
章
で
扱
う
。

鋼
二
節
郷
迦
の
限
定
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水
稲
の
課
題
の
按
皿
の
た
め
、
ま
た
本
稿
に
と
っ
て
何
が
先
行
研
究
と
な
る
の
か
を
見
る
た
め
に
、
本
稿
の
主
要
な
対
象
と
な
る

「
家
」
制
皮
と
、
迩
法
・
民
法
・
戸
鯏
法
の
Ⅲ
Ⅲ
関
係
を
、
叩
に
瀞
察
し
て
お
く
。

先
ず
占
伽
附
始
時
点
ま
で
の
弓
家
』
制
度
」
な
る
も
の
の
全
休
像
を
、
一
定
の
規
範
・
価
値
体
系
・
行
助
様
式
の
総
体
と
仮
定
し
て

お
く
。
こ
の
「
家
」
制
度
を
、
法
的
に
、
比
法
に
よ
っ
て
規
定
・
構
成
さ
れ
て
い
る
部
分
、
戸
籍
法
に
よ
り
規
定
・
構
成
さ
れ
て
い
る
部

（
４
）
 

分
、
そ
の
他
の
法
規
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
部
分
、
と
に
函
復
さ
せ
つ
つ
分
別
す
る
。

占
伽
期
の
「
家
」
廃
止
を
中
心
と
す
る
戸
籍
法
改
正
は
、
第
一
に
、
患
法
の
主
と
し
て
二
四
条
が
民
法
上
の
「
家
」
制
度
の
改
廃
を
規

定
的
に
促
し
、
更
に
こ
の
比
法
止
の
「
家
」
廃
止
と
密
接
に
側
皿
す
る
限
り
で
、
戸
鯖
法
上
の
「
家
」
廃
止
を
規
定
的
に
促
し
た
、
と
い

う
面
が
あ
る
。
第
二
に
、
し
か
し
、
比
法
上
の
「
家
」
改
廃
か
ら
は
導
き
Ⅲ
さ
れ
な
い
戸
耕
法
特
有
の
「
家
」
改
廃
が
如
何
に
行
わ
れ
試

み
ら
れ
た
か
、
と
い
う
而
も
あ
る
こ
と
に
制
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
一
の
面
で
は
、
戸
籍
法
改
正
が
、
恵
法
・
民
法
の
改
正
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
の
で
、
「
誰
が
何
を
実
質
的
に
決
め
た
の
か
」
を
知
る

た
め
に
は
、
患
法
・
民
法
の
改
正
過
侃
に
立
ち
入
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち
、
恵
法
二
四
条
が
、
櫨
接
に
民
法
中
の
「
家
」
改
廃
を
促
し
、

こ
の
延
長
上
に
あ
る
戸
職
法
巾
の
「
家
」
改
廃
が
、
戸
繍
法
改
正
の
「
第
一
の
流
れ
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。

筑
二
の
而
は
、
結
果
的
に
法
改
正
過
概
に
於
い
て
は
遜
法
・
民
法
と
は
脈
関
係
に
戸
繍
法
改
正
そ
の
も
の
に
現
れ
て
来
た
。
「
家
」
制

法
学
志
林

ず
（
１
）
、
及
び
（
２
）

干
補
う
が
、
こ
れ
ら
は

第
三
節
「
家
」
制
度
と
懸
法
・
比
法
・
戸
籍
法
の
相
互
関
係

第
九
十
Ⅲ
巻
第
川
珊

五
Ｗ

の
「
誰
が
、
何
（
改
正
の
実
体
）
を
、
決
め
た
の
か
」
の
究
明
に
課
題
を
限
定
す
る
。
（
３
）
（
４
）
の
面
は
若

（
５
）
と
共
に
そ
の
全
貌
解
明
は
今
後
の
研
究
課
題
と
す
る
。
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次
に
、
史
料
状
況
と
先
行
研
究
を
概
観
・
雛
理
し
て
お
く
。
詳
細
は
各
章
で
適
宜
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

先
ず
、
「
第
一
の
流
れ
」
に
つ
い
て
は
、
戦
後
占
伽
期
の
法
的
「
家
」
制
度
廃
止
過
隈
の
全
休
像
を
、
遜
法
・
阯
法
・
戸
鱗
法
も
含
め

て
解
明
し
た
研
究
は
現
在
ま
で
川
て
い
な
い
。

憲
法
改
正
過
程
に
つ
い
て
は
周
知
の
如
く
、
｜
次
史
料
の
擬
皿
も
含
め
、
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
、
概
要
は
判
明
し
て
い
る
。
た
だ
、

憲
法
二
四
条
の
詳
細
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
若
干
補
い
得
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

比
法
改
正
過
稗
に
つ
い
て
は
、
一
力
で
、
改
爪
法
の
内
容
を
論
ず
る
研
究
が
、
史
料
の
公
表
に
先
行
し
た
。
こ
れ
ら
も
本
柚
と
柑
接
な

関
連
が
あ
る
。
本
稿
木
尾
「
付
表
文
献
リ
ス
ト
」
（
以
下
単
に
「
付
表
」
と
記
す
）
の
、
「
氏
法
改
正
側
述
」
巾
の
釆
栖
、
両
村
論
文
は

も
と
よ
り
、
瓜
法
改
正
要
綱
・
改
脈
法
案
の
起
草
委
且
で
あ
っ
た
我
斐
榮
・
中
川
善
之
助
に
よ
る
も
の
、
そ
し
て
牧
野
英
一
、
小
川
薫
、

川
島
武
宜
に
よ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
他
方
で
、
史
料
に
つ
い
て
は
、
付
表
の
「
民
法
改
正
関
連
」
の
我
妻
染
編
纂
『
戦
後
に
お
け
る

民
法
改
正
の
経
過
」
（
以
下
、
本
稿
末
尾
の
略
語
表
の
通
り
『
経
過
』
と
略
す
）
に
於
い
て
一
九
五
六
年
に
重
要
な
史
料
が
、
公
表
さ
れ

た
（
主
に
一
次
史
料
だ
が
、
二
次
史
料
で
あ
る
一
九
八
Ｗ
・
近
血
年
の
廠
談
会
氾
録
も
耐
要
○
粁
千
な
が
ら
戸
耕
法
改
正
に
側
す
る
史
料

も
含
ま
れ
て
い
る
）
。
こ
の
「
経
過
』
刊
行
と
同
時
並
行
で
進
め
ら
れ
、
後
に
『
経
過
」
を
も
蹄
ま
え
て
公
表
さ
れ
た
批
爪
な
研
究
が
、

戦
後
占
領
期
の
民
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
二
）
（
和
田
）

五
五

度
の
う
ち
、
民
法
と
は
別
個
に
、
戸
籍
法
の
み
が
規
定
・
構
成
す
る
部
分
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
人
口
動
態
統
計
の
精
密
化
・
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
椛
利
保
趣
を
起
川
と
す
る
戸
鮒
法
改
正
で
あ
る
「
節
二
・
第
三
の
流
れ
」
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。
（
こ
う
し
た
改
服
と
「
家
」

制
度
と
の
巡
閲
の
詳
細
は
、
第
近
章
の
「
序
」
で
述
べ
る
。
）

第
四
節
史
料
状
況
と
先
行
研
究

Hosei University Repository



法
学
志
林
第
九
十
Ｎ
巻
第
四
号

五
六

収
孝
一
と
竹
下
史
郎
に
よ
る
一
九
五
七
年
の
「
新
民
法
の
成
立
」
（
略
韮
叩
表
参
照
、
付
表
「
民
法
改
肛
関
迎
」
に
も
掲
げ
た
）
で
あ
り
、

こ
れ
は
日
本
側
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
側
の
起
草
・
改
正
関
係
者
に
直
接
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
（
二
次
的
）
史
料
を
も
含
む
。
そ
の
問
題
関
心
は
、

「
社
会
的
経
済
的
考
察
を
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
坤
術
不
足
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
は
、
［
…
…
］
第
一
歩
を
当
該
氏
法
改
正
の
血
法
過
醗
に

（
５
）
 

お
け
る
も
ろ
も
ろ
の
意
見
お
よ
び
力
の
動
き
の
考
察
に
よ
っ
て
試
み
」
る
と
い
う
も
の
で
、
本
稿
の
問
題
関
心
は
基
本
的
に
こ
れ
と
同
一

の
機
軸
上
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
付
表
「
民
法
改
肢
側
述
」
巾
の
渡
辺
派
三
、
利
行
信
義
、
依
川
枡
一
、
カ
ー
ト
・
ス
タ
イ
ナ
ー
に
よ
る
先

行
研
究
は
、
恵
法
と
側
述
付
け
、
家
族
政
簸
・
農
地
政
莱
な
ど
の
一
理
と
し
て
の
民
法
改
正
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。
殊
に
ス
タ
イ
ナ
ー
論

文
は
日
本
側
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
関
係
を
主
要
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
お
り
、
本
稿
も
こ
の
問
題
関
心
を
共
有
し
て
い
る
。
た
だ
、
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
の
内

部
文
漕
の
一
次
史
料
の
内
、
民
法
・
戸
厭
法
改
正
に
肢
も
深
く
関
係
し
九
Ｇ
ｓ
（
略
語
炎
参
照
）
の
文
替
の
大
半
は
、
そ
の
後
Ｃ
ｓ
の
関

連
部
署
が
機
構
改
革
で
Ｌ
Ｓ
（
略
語
表
参
照
）
と
な
っ
た
た
め
、
Ｌ
Ｓ
の
文
譜
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
八
七
’
八
八
年

に
初
め
て
日
本
国
内
で
ア
ク
セ
ス
が
可
能
と
な
っ
た
た
め
、
Ⅱ
水
川
の
研
究
で
は
伽
か
し
か
参
照
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ス
タ
イ
ナ
ー

（
６
）
 

の
論
文
は
、
こ
れ
ら
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
文
書
を
散
発
的
に
参
照
し
た
の
み
で
、
か
つ
日
本
語
史
料
の
参
照
が
不
十
分
な
こ
と
か
ら
、
民
法
上

（
７
）
 

の
「
家
」
廃
止
刀
針
決
定
に
あ
た
り
、
「
誰
が
何
を
決
め
た
の
か
」
は
解
明
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
一
一
両
え
る
。

（
８
）
 

尚
、
比
法
改
正
と
側
述
の
深
い
家
事
辮
判
法
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
堀
内
節
の
大
部
の
二
粁
、
『
家
事
審
判
制
度
の
研
究
』
『
統

（
９
）
 

家
叩
辮
判
確
制
度
の
研
靱
堂
が
あ
る
。
こ
れ
、
ｂ
に
所
収
の
一
次
史
料
は
、
比
法
改
脈
過
秘
に
側
す
る
も
の
が
多
く
、
参
考
に
な
る
。
ま
た
、

二
粁
の
う
ち
前
打
は
、
氏
法
改
正
過
限
を
Ⅲ
当
詳
細
に
叙
述
し
、
戸
締
法
改
正
過
限
も
あ
る
廠
皮
細
介
し
た
上
で
、
起
草
委
艮
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ

（
皿
）

に
よ
る
改
正
作
業
自
体
を
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
堀
内
に
よ
る
批
判
は
、
既
述
の
他
の
光
一
汀
研
究
と
何
様
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
内
部
文
祇
面

（
及
び
戸
鱗
法
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
述
べ
る
一
九
八
二
年
以
後
に
日
本
で
公
表
さ
れ
た
一
次
・
二
次
史
料
）
を
参
照
し
得
な
か
っ
た
た
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（
皿
）

め
も
あ
る
と
は
一
一
一
一
口
え
、
的
外
れ
と
も
思
わ
れ
る
部
分
が
あ
る
が
、
一
次
史
料
植
理
・
改
正
過
程
紹
介
の
部
分
は
参
考
と
な
る
。

以
上
の
忠
法
・
民
法
改
正
過
廠
に
述
な
る
「
第
一
の
流
れ
」
の
戸
鯏
法
改
正
過
思
で
あ
る
が
、
先
ず
、
一
次
史
料
は
当
初
『
経
過
』
で

戸
繍
法
改
正
要
綱
案
が
公
表
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
改
正
法
案
の
ご
く
一
部
と
、
Ｏ
Ｓ
と
の
交
渉
記
録
が
公
表
さ
れ
た
の
は
一
九
八
二

’
八
三
年
で
あ
り
（
付
表
「
戸
籍
法
改
正
関
連
」
中
の
「
現
行
戸
籍
法
立
法
関
係
資
料
Ｉ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
、
Ⅱ
補
遺
」
己
Ｐ
籍
」
誌
に
連
救
）
、

ま
た
当
時
の
戸
耕
法
改
正
の
戒
接
閃
係
打
に
よ
る
回
航
の
服
談
会
が
行
わ
れ
た
の
も
、
そ
の
記
録
が
公
刊
さ
れ
た
の
も
一
九
八
二
年
で

あ
っ
た
（
付
表
「
戸
瀞
法
改
正
閃
述
」
巾
の
「
現
行
戸
繍
法
の
歩
み
蛸
一
回
燃
談
会
Ｉ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
」
『
戸
繍
』
誌
迎
城
）
。
こ
れ
ら
の

史
料
・
文
献
を
参
照
し
た
研
究
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
ご
く
僅
か
で
あ
り
、
か
つ
戸
綴
法
改
正
過
程
の
極
め
て
限
定
的
な
部
分
に
言
及
す
る

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
（
詳
細
は
三
・
四
・
瓦
章
参
照
。
他
〃
で
、
改
正
後
の
戸
鯏
扶
の
内
容
に
川
す
る
文
献
は
、
火
扮
家
向
け
も
含
め
、

改
正
に
面
接
閃
わ
っ
た
青
木
義
人
に
よ
る
も
の
（
付
表
「
戸
籍
法
改
正
関
連
」
参
照
）
を
始
め
と
し
、
多
々
あ
る
。
）

次
に
、
人
口
動
態
統
計
桁
密
化
の
た
め
の
戸
繍
法
改
正
の
「
第
二
の
流
れ
」
は
、
同
時
に
後
述
「
第
三
の
流
れ
」
と
も
側
述
す
る
が
、

戸
職
法
側
迎
の
文
献
に
は
ご
く
伽
か
に
付
随
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
本
棚
で
は
、
統
計
・
人
口
助
態
洲
介
及
び
そ
の

発
展
史
関
連
の
文
献
は
未
調
査
で
あ
る
も
の
の
、
戸
籍
法
改
正
史
の
一
端
と
し
て
こ
の
側
面
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
も
の
は
、
管
見
の

限
り
で
は
見
あ
た
ら
な
い
。
（
詳
細
な
調
査
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
）

岐
後
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
椛
利
保
趣
の
「
第
三
の
流
れ
」
の
う
ち
、
殊
に
戸
繍
禰
の
公
附
原
川
を
め
ぐ
る
一
川
締
法
改
正
全
般
に
つ
い

て
は
、
そ
の
後
一
九
七
六
年
の
戸
籍
法
改
正
で
公
開
原
則
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
に
関
連
し
、
同
年
前
後
に
若
干
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
占
価
川
の
改
正
過
秘
巾
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
椛
利
保
没
の
試
み
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
一
九
八

二
年
に
初
め
て
公
表
さ
れ
た
前
山
の
三
脚
鵜
』
誌
巾
の
史
料
、
殊
に
一
次
史
料
で
あ
る
「
戸
濡
法
ノ
会
談
録
」
（
略
語
表
参
照
）
の
Ｇ
Ｓ

戦
後
占
飢
期
の
民
法
・
戸
瀞
法
改
正
過
程
（
二
（
和
川
）

五
七
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先
ず
、
一
次
史
料
と
し
て
は
、
來
醐
入
学
法
学
部
附
川
近
代
日
本
法
政
史
料
セ
ン
タ
ー
原
浅
科
部
所
蔵
の
所
洲
「
我
妻
文
耕
」
の
中
に

発
見
さ
れ
た
米
公
刊
の
戸
籍
法
改
正
諸
草
案
と
、
一
九
八
二
年
に
『
戸
鱗
』
誌
上
で
公
表
さ
れ
た
他
草
案
・
Ｏ
Ｓ
と
の
交
渉
記
録
を
、
参

照
し
た
。
更
に
、
二
次
的
史
料
と
な
る
が
、
以
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
に
つ
い
て
、
共
に
当
時
の
草
案
起
草
幹
事
で
あ
っ
た
、
故
川
島
武

血
教
授
と
、
東
京
大
学
法
学
部
来
栖
三
郎
名
灘
教
授
へ
の
祓
接
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
順
に
、
一
九
九
一
年
Ⅱ
’
六
Ⅱ
、
一
九
九
○
年
二

（
Ｍ
）
 

月
）
で
補
足
し
た
。
（
以
上
、
す
べ
て
詳
細
は
次
号
以
下
に
譲
る
。
）

先
ず
、
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
の
う
ち
０
ｓ
・
Ｐ
Ⅱ
Ｗ
・
Ｃ
－
＆
Ｅ
（
後
二
行
も
水
柚
木
尼
の
略
語
衣
参
照
）
の
三
セ
ク
シ
ョ
ン
の
内
部
又
洲
の
一
次

（
旧
）

史
料
を
、
恵
法
は
一
一
四
条
に
絞
り
、
比
法
・
戸
鰯
法
は
改
服
過
臓
全
般
に
亙
り
、
可
能
な
限
り
洲
在
し
た
。
更
に
、
一
一
次
的
史
料
と
な
る

が
、
当
時
の
Ｇ
Ｓ
の
課
長
で
後
に
次
長
と
な
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
．
Ｌ
・
ケ
イ
デ
ィ
ス
（
○
ゴ
ロ
ュ
の
⑪
ｒ
【
且
の
の
）
と
、
憲
法
草
案
（
所
謂

「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
蔵
空
く
」
）
の
人
椛
の
章
の
起
草
抑
当
打
で
あ
っ
た
ベ
ァ
テ
鋼
シ
ロ
タ
（
呪
姓
ゴ
ー
ド
ン
諏
口
８
汀
の
一
『
ｏ
Ｂ
ｏ
ｏ
ａ
・
口
）
に

（
旧
）

対
し
、
和
川
が
匝
錐
鱈
灯
っ
た
、
公
表
を
前
提
と
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
一
九
九
一
一
一
年
四
’
五
Ⅱ
）
で
補
足
し
た
。

法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
四
号

五
八

と
司
法
宵
の
〈
枩
談
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
樅
利
保
謹
に
つ
き
交
渉
さ
れ
た
）
記
録
が
参
照
さ
れ
得
な
か
っ
た
た
め
も
あ
ろ
う
。
一
九
八
二
年

よ
り
後
の
研
究
に
つ
い
て
も
状
況
は
ほ
ぼ
Ｍ
槻
と
見
受
け
ら
れ
る
。

以
上
の
史
料
・
研
究
状
況
の
巾
で
、
本
稿
が
新
た
に
取
り
上
げ
た
史
料
を
雛
理
し
て
お
く
。

（
２
）
日
本
川
史
料

（
１
）
Ｇ
Ｈ
Ｑ
側
史
料

第
五
節
新
史
料
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本
稿
は
、
先
行
研
究
と
の
関
係
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
時
間
杣
に
州
う
刀
向
で
言
え
ば
、
戦
後
占
価
川
の
戸
瀞
法
改
正
過
撒
中
手
を
付
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
四
点
、
（
１
）
改
正

諸
軟
案
の
特
定
・
雅
皿
・
検
討
、
（
２
）
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
と
の
交
渉
過
限
の
日
本
側
史
料
の
検
討
、
（
３
）
同
じ
く
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
交
渉
過
職
に
側
す

る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
側
史
料
の
特
定
・
終
皿
・
検
討
、
（
４
）
国
会
に
お
け
る
戸
繍
法
改
正
案
群
議
の
検
討
、
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

節
二
に
、
時
間
軸
に
対
し
枇
に
切
る
断
而
で
言
え
ば
、
戦
後
占
価
期
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
主
導
の
法
制
度
改
革
の
う
ち
、
民
事
法
（
特
に
民
法
）

（
旧
）

改
眠
過
秘
の
研
究
を
史
に
一
歩
進
め
る
形
で
、
》
川
厭
法
改
正
過
税
の
全
休
像
を
柵
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
法
制
皮
改

（
旧
）

革
の
巾
で
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
影
響
と
日
本
側
が
果
た
し
た
役
割
を
、
（
先
行
業
絨
に
よ
っ
て
か
な
り
の
限
度
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
）
恵
法
二

戦
後
（
航
期
の
民
法
・
戸
篤
法
改
正
過
程
二
）
（
和
川
）

五
九

ま
た
、
一
次
史
料
と
し
て
は
、
全
面
的
な
調
査
は
未
だ
行
っ
て
い
な
い
が
、
当
時
の
民
法
改
正
作
業
に
於
い
て
事
務
局
的
役
割
を
染
た

（
旧
）

（
応
）

し
て
い
た
「
民
法
調
行
案
」
の
一
ｕ
で
あ
っ
た
小
俣
喜
一
郎
が
収
災
・
綴
っ
て
い
た
「
小
俣
文
誠
、
」
巾
の
民
法
・
一
、
締
法
改
正
関
述
史

料
・
諸
草
案
（
本
文
評
に
し
か
な
い
砺
婆
な
一
次
的
史
料
は
な
い
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
）
も
補
充
的
に
参
照
し
た
。
史
に
、
二
次
的
史

料
と
し
て
は
、
岨
ノ
竹
下
「
新
比
法
の
成
立
」
（
略
語
表
参
照
）
執
飛
に
際
し
、
竹
下
が
一
九
Ⅲ
三
ｌ
爪
四
年
に
行
い
、
同
論
文
に
多
く

引
川
さ
れ
て
い
る
比
法
改
正
の
面
接
関
係
将
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ニ
部
分
は
川
・
竹
下
両
者
に
よ
る
）
の
記
録
（
竹
下
の
手
書
き
メ

以
上
を
利
川
し
つ
つ
、
民
法
改
正
に
於
け
る
「
家
」
改
廃
力
針
決
定
過
陛
と
、

た
の
か
」
を
考
察
し
た
。

（
灯
）

モ
）
を
３
Ｄ
、
参
照
し
て
い
る
。

第
六
節
本
稿
の
位
置
付
け

戸
籍
法
改
正
過
膿
の
解
明
を
試
み
、
「
誰
が
何
を
決
め
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略
語
表

（
１
）
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
部
局
の
略
語

Ｃ
ｌ
＆
Ｅ
Ｑ
菖
旨
【
。
。
目
は
○
口
目
□
周
Ｐ
３
【
】
・
ロ
の
⑦
８
．
口
（
通
常
、
「
民
間
情
報
教
育
局
」
と
訳
さ
れ
る
）

Ｏ
Ｓ
○
・
く
の
日
日
の
口
（
の
Ｃ
＆
Ｃ
口
（
通
常
、
「
民
政
局
」
と
訳
さ
れ
る
）

Ｌ
Ｓ
い
の
、
巴
の
の
。
【
一
○
口
（
迦
術
、
「
法
務
局
」
と
訳
さ
れ
る
）

Ｐ
Ⅱ
Ｗ
勺
Ｐ
ｇ
Ｏ
函
８
一
一
ゴ
ロ
且
言
の
一
『
日
①
い
の
８
○
口
（
通
常
、
「
公
衆
衛
堆
福
祉
局
」
と
訳
さ
れ
る
）

法
学
志
林
第
九
十
Ⅲ
巻
第
四
号

六
○

四
条
の
成
立
、
（
従
来
部
分
的
な
解
明
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
）
民
法
改
正
、
及
び
戸
籍
法
改
正
に
於
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
換

言
す
れ
ば
、
先
行
研
究
で
は
詳
論
さ
れ
な
か
っ
た
戸
籍
法
と
の
関
連
で
の
「
家
」
制
度
廃
止
過
程
の
一
部
分
を
重
点
的
に
究
明
し
よ
う
と

（
、
）

す
る
も
の
で
あ
る
。

Ｌ
Ｓ
 

ｒ
の
、
口
』
“
の
。
曰
ｏ
ｐ

Ｐ
Ⅱ
Ｗ
勺
仁
ワ
〕
局
函
８
一
ｓ

（
２
）
引
用
・
参
照
文
献
の
略
語

「
経
過
』

収
／
竹
下
「
新
民
法
」

。
戸
籍
法
／
会
談
録
」

．
、
新
法
ノ
腿
談
会
Ｉ
」

録

我
妻
榮
編
『
戦
後
に
お
け
る
民
法
改
正
の
経
過
』
日
本
評
論
社
、
一
九
五
六
年

川
ネ
ー
ノ
竹
下
史
郎
「
新
民
法
の
成
立
」
『
識
腿
家
族
問
題
と
家
族
法
Ｉ
』
酒
井
謙
店
、
一
九
五
七
年

「
雛
二
疏
肱
法
迦
鵬
に
お
け
る
法
学
務
の
役
剛
’
三
つ
の
肱
賜
の
せ
め
ざ
あ
い
ｌ
と
の
表
幽
で
、
川
孝
一

『
家
族
法
著
作
選
集
第
一
巻
戦
後
改
革
と
家
族
法
１
－
家
・
氏
・
戸
籍
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
二
年
に
両

「
現
行
戸
繍
法
立
法
関
係
資
料
Ⅲ
」
ヨ
Ｐ
籍
』
四
五
八
号
（
一
九
八
二
年
一
二
月
）
三
五
’
五
五
頁

「
座
談
会
現
行
戸
繍
法
の
あ
ゆ
み
ｌ
」
ヨ
、
鰯
』
四
五
五
号
（
一
九
八
二
年
九
月
号
）
三
四
’
四
七
頁
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付
表
文
献
リ
ス
ト
（
本
文
で
言
及
し
た
順
ｌ
ｌ
概
ね
初
出
時
に
従
い
時
系
列
だ
が
、
同
著
者
に
よ
る
も
の
は
ま
と
め
て
列
挙
し
た
）

以
下
は
、
本
文
「
序
章
」
で
先
行
研
究
に
つ
い
て
述
べ
る
た
め
に
の
み
作
成
さ
れ
た
例
示
的
な
リ
ス
ト
で
あ
っ
て
、
網
羅
的
な
も
の
で
は
全
く
な
い
。

詳
細
な
参
考
・
引
川
文
献
は
、
各
章
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
１
）
民
法
改

米
栖
三
郎

西
村
信
雄

五
四
年
］

我
妻
榮
編
『
戦
後
に
お
け
る
民
法
改
正
の
経
過
』
Ⅲ
本
評
論
社
、
一
九
五
六
年

我
斐
榮
「
変
遷
の
回
顧
総
説
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
○
○
号
『
戦
後
法
制
の
変
遷
回
顧
と
展
望
』
一
九
五
六
年
〔
二
月
一
五
日
号
］

中
川
善
之
助
弓
民
法
改
正
案
意
見
書
』
異
見
」
『
法
律
タ
イ
ム
ズ
』
第
七
号
、
一
九
四
七
年

中
川
善
と
助
「
変
遷
の
回
顧
身
分
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
○
○
号
『
戦
後
法
制
の
変
遷
回
顧
と
展
望
』
一
九
五
六
年
［
二
月
一
五
日
号
］

牧
野
英
一
「
民
法
の
改
正
と
家
族
主
義
」
『
法
律
新
報
』
第
七
四
○
号
、
一
九
四
七
年
二
月
号

牧
野
英
一
『
家
族
生
活
の
尊
重
」
有
斐
閣
、
一
九
五
四
年

中
川
燕
「
わ
が
家
族
制
度
の
沿
雌
」
『
法
律
新
報
』
第
七
三
三
号
、
一
九
Ｎ
六
年
一
一
月
・
一
二
几
合
併
号

中
田
薫
「
民
法
改
正
と
家
族
制
度
」
『
法
律
新
報
』
第
七
四
一
号
、
一
九
四
七
年
一
二
月
号

川
脇
武
嵐
「
川
本
社
会
の
家
族
的
櫛
成
」
『
川
脇
武
武
将
作
災
第
一
○
巻
家
族
法
ｌ
」
岩
波
懇
店
、
一
九
八
三
年
［
初
川
一
九
四
六
年
］

川
島
武
富
「
新
憲
法
と
家
族
制
度
ｌ
民
法
改
正
要
綱
を
中
止
と
し
て
Ｉ
」
「
川
島
武
宜
韓
作
集
第
二
巻
家
族
法
２
」
岩
波
誓
店
、

年
［
初
出
一
九
五
○
年
］

民
法
改
正
関
連

「
学
界
展
望
民
法
」
『
私
法
』
第
一
巻
、
一
九
Ｗ
九
年

『
戦
後
日
本
家
族
法
の
民
主
化
上
巻
』
法
律
文
化
社
、
一
九
七
八
年
［
初
出
『
立
命
館
法
学
』
〔
（
一
）
Ｉ
（
三
）
と
し
て
］
一
九
五
二
Ｉ

戦
後
占
航
期
の
民
法
・
戸
蒲
法
改
正
過
程
（
二
（
側
Ⅲ
）

一
ハ
一

九
八
六
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依利

Ｗ鳶：
一社義

利
谷
檮
義
「
戦
時
体
制
と
家
族
ｌ
圃
家
総
動
員
体
制
に
お
け
る
家
族
政
策
と
家
族
法
ｌ
」
緬
島
ｆ
火
織
『
家
族
政
策
と
法
６
近
代
Ｈ
本
の
家

族
政
簸
と
法
』
東
京
大
学
川
版
会
、
一
九
八
四
年

利
谷
信
義
「
我
妻
先
生
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
収
孝
一
『
家
族
法
務
作
選
集
第
一
を
戦
後
改
革
と
家
族
法
－
－
家
・
氏
・
戸
繍
」
付
録
「
月
報
３
」
、
日
本

渡
辺
洋
二
「
戦
後
の
家
族
制
度
論
争
」
同
司
法
社
会
学
と
法
解
釈
学
』
滑
波
諜
店
、
一
九
五
九
年

利
谷
信
義
「
農
地
資
産
相
続
特
例
法
と
Ｇ
Ⅲ
Ｑ
」
『
社
会
科
学
研
究
』
第
二
六
巻
三
・
円
台
俳
号
、
一
九
七
四
年

利
谷
信
義
「
家
族
制
度
論
争
」
小
林
直
樹
ノ
水
本
浩
編
『
現
代
日
本
の
法
思
想
』
有
斐
閣
逸
書
、
一
九
七
六
年

利
行
信
義
「
戦
後
の
家
族
政
簸
と
家
族
法
－
－
形
成
過
秘
と
特
画
‐
’
し
禰
胤
正
大
編
『
家
族
政
簸
と
法
Ｉ
総
論
』
米
爪
大
学
川
版
会
、
一
九
七

法
学
志
林
鏑
九
十
Ｎ
巻
節
四
号

レハーー

川
島
武
宜
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
『
家
族
制
度
』
」
「
川
島
武
宜
著
作
集
第
一
○
巻
家
族
法
ｌ
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
〔
初
出
一
九
五
七

年
－
１
但
し
、
内
容
上
は
一
九
四
八
’
五
○
年
に
初
出
］

収
孝
一
「
家
族
制
度
ｌ
比
法
改
正
史
の
一
駒
」
『
思
想
』
三
川
八
号
、
一
九
五
三
年

岨
孝
一
ノ
竹
下
史
郎
「
新
民
法
の
成
立
」
『
講
座
家
族
問
題
と
家
族
法
Ｉ
家
族
』
、
酒
井
書
店
、
一
九
五
七
年

岨
孝
一
「
戦
後
の
民
法
改
正
過
程
に
お
け
る
『
氏
芒
日
本
法
社
会
学
会
編
『
家
族
制
度
の
研
究
（
下
）
理
論
と
質
感
』
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年

収
孝
一
「
民
法
改
正
」
『
法
律
時
報
臨
時
哨
刊
川
刊
五
○
周
年
記
念
昭
和
の
法
と
法
学
』
一
九
七
八
年
一
二
Ⅱ

（
以
上
の
収
論
文
は
す
べ
て
、
収
孝
一
『
家
族
法
著
作
選
集
第
一
巻
戦
後
改
革
と
家
族
法
１
－
家
・
氏
・
戸
籍
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
二
年
に

法
律
文
化
社
、
一
九
八
一
年

七
年

再
録
さ
れ
て
い
る
。
）

「
戦
後
日
本
の
社
会
改
砧
１
－
家
族
制
度
改
革
を
中
心
と
し
て
‐
ｌ
Ｌ
行
地
享
他
編
『
家
族
の
法
と
雁
史
背
山
逆
火
博
士
追
悼
論
文
災
」

一
九
九
二
年
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（
同
論
文
の
和
訳
が
、

究
」
東
京
大
学
出
版

（
２
）
戸
獅
法
改
正
側
述

利
水
役
人
ノ
平
倒
他
人
他
「
現
行
戸
聯
法
の
歩
み
第
一
回
服
談
会
Ｉ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
」
ヨ
川
研
』
銅
Ⅲ
八
五
、
四
孤
六
、
Ⅲ
Ⅲ
し
号
、
一
几
八
二
年

「
現
行
戸
瀞
法
立
法
関
係
資
料
Ｉ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
、
Ⅱ
補
遺
」
ヨ
、
厩
』
第
四
五
五
、
川
五
六
、
四
五
八
号
、
一
九
八
二
年
、
四
六
五
号
、
一
几
八
三
年

青
木
義
人
「
回
顧
と
展
馴
戸
鰯
制
度
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
○
○
号
『
戦
後
法
制
の
変
遷
回
顧
と
展
望
』
一
九
五
六
年
［
二
月
一
五
ｎ
号
］

依
田
精
一
「
戦
後
家
族
法
の
改
正
と
「
家
族
制
度
」
の
廃
止
」
森
泉
章
編
「
現
代
民
法
学
の
蕪
本
問
題
内
山
尚
三
・
黒
木
一
一
一
郎
・
石
川
利
夫
先
生
還

勝
記
念
』
下
、
第
一
法
規
出
版
、
一
九
八
三
年

【
Ｐ
別
（
の
【
の
臼
図
・
農
弓
可
の
ｏ
８
Ｐ
ｂ
Ｐ
二
ｏ
ｐ
ｐ
ｐ
Ｑ
ｓ
の
幻
の
ｍ
ｏ
ｎ
ｇ
ｏ
〔
Ｓ
の
〕
ロ
ロ
“
ロ
の
②
の
Ｑ
く
一
一
○
○
○
の
３
．
幻
○
ケ
の
『
［
何
．
こ
ぐ
ｍ
Ｈ
Ｑ
ｐ
ロ
ロ
国
。
⑫
三
戸
口
Ｎ
Ｐ
⑫
口
云
口
日
Ｏ
Ｓ

（
の
Ｑ
⑭
．
）
。
Ｃ
Ｑ
司
○
ｎ
日
拭
凰
菖
埆
、
口
ご
ロ
爲
自
●
琴
の
』
（
へ
荷
巨
。
Ｒ
属
ご
ロ
睡
○
斡
・
ロ
ヨ
ぐ
の
Ｈ
巴
ご
ｏ
「
出
仰
尹
「
巳
一
勺
円
の
い
の
・
四
ｏ
ｐ
ｏ
ｌ
Ｐ
－
Ｐ
巴
②
『
・

（
同
論
文
の
和
訳
が
、
カ
ー
ト
・
ス
タ
イ
ナ
ー
、
川
巾
英
夫
訳
「
占
伽
と
比
法
典
の
改
正
」
坂
本
義
和
ノ
Ｒ
・
Ｅ
・
ウ
ォ
ー
ド
編
『
川
本
占
航
の
研

究
」
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）

ま
た
、
民
法
・
戸
獅
法
巾
の
「
家
」
改
廃
を
め
ぐ
る
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
内
部
文
撫
全
般
に
つ
き
、
仙
稿
「
学
界
展
望
日
本
近
代
法
史
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
文
祖
」
「
Ｎ
家
学
会

雑
誌
」
第
一
○
八
巻
一
・
二
号
（
一
九
九
五
年
二
月
）
、
二
五
一
’
二
五
四
頁
を
参
照
。

（
２
）
本
稿
で
扱
う
「
史
料
」
に
は
、
第
一
に
、
法
改
正
過
樫
の
面
接
か
つ
ｎ
時
的
な
産
物
で
あ
る
改
正
要
綱
・
改
正
聴
案
や
、
こ
れ
ら
を
帝
議
し
た
議
会
ほ
か

戦
後
占
傾
期
の
比
法
・
戸
籍
法
改
正
過
程
（
二
（
Ⅷ
川
）

企ハーニ

（
‐
）
水
繍
掻
休
の
内
糯
を
脈
縮
し
た
も
の
と
し
て
Ⅷ
櫛
「
戦
後
占
師
期
の
鵬
法
・
戸
繍
法
改
正
ｌ
『
象
」
の
臓
止
と
そ
の
鵬
郷
」
『
法
社
会
学
』
鏑
四
八

冊
（
一
九
九
六
年
三
川
）
、
二
○
九
’
一
二
Ｎ
頁
が
あ
る
。
ま
た
、
や
は
り
木
脇
全
休
と
Ｍ
Ｈ
を
論
じ
つ
つ
、
必
喚
岐
低
限
な
が
ら
爪
喫
な
山
科
の
典
拠
も
含

め
た
注
を
付
し
た
も
の
が
、
旨
五
三
【
○
言
②
§
・
膠
〕
：
目
８
⑦
司
口
日
旨
５
急
勾
の
｛
。
【
ｇ
８
１
月
ｓ
ｏ
で
。
②
冒
貝
○
，
８
℃
目
・
貝
三
回
の
ｓ
の
頃
○
口
の
の
．
（
荷
）

レ
ケ
ｏ
戻
す
８
勺
鬮
ｍ
ｐ
ｍ
日
出
同
三
回
（
ｚ
）
・
『
●
鳶
ｍ
Ｃ
８
③
昌
冨
、
“
＆
』
ぬ
ぬ
い
』
§
目
皀
忌
日
畠
宛
⑮
い
③
５
３
０
ゴ
ミ
ミ
ミ
目
②
Ｃ
ａ
Ｏ
（
。
ご
＆
い
§
・
旨
ミ
ョ
ミ
○
詞
。
』
②
。
‐

３
○
百
軋
日
へ
』
い
い
○
○
日
目
・
再
勾
ｓ
・
「
暁
・
切
周
註
：
冒
特
日
高
“
「
・
日
芹
巴
耳
】
§
：
○
○
日
日
濠
の
の
【
ｏ
『
（
冒
冗
○
ｍ
い
し
、
．
］
遷
切
［
全
巻
の
通
し
頁
悉
号
は
な
い

が
、
仙
稿
限
り
で
の
８
・
】
ｌ
扇
の
頁
耐
ザ
あ
り
］
で
あ
る
。
（
ほ
ぼ
同
一
の
論
」
川
を
同
じ
く
英
文
で
さ
ら
に
排
し
く
論
述
し
た
川
脇
が
近
々
ト
§
〉
甘
」
ｇ
§
．

『
。
Ｆ
農
に
掛
峨
千
ふ
化
。
）
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（
３
）
無
論
、
緋
的
な
の
日
口
８
即
ち
、
与
え
ら
れ
た
状
況
下
で
は
「
如
何
に
決
め
ざ
る
を
御
な
か
っ
た
か
」
な
る
耐
に
も
剛
窓
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
４
）
川
解
は
敢
え
て
避
け
る
が
、
「
家
」
制
皮
を
、
（
ａ
）
民
法
に
よ
っ
て
規
定
，
柵
成
さ
れ
て
い
る
部
分
（
ｂ
）
戸
蜥
法
に
よ
り
規
定
・
櫛
成
さ
れ
て
い
る

部
分
（
ｃ
）
そ
の
他
の
法
規
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
部
分
（
ｄ
）
法
規
に
よ
ら
な
い
部
分
に
分
別
す
る
と
、
以
下
の
「
第
一
の
流
れ
」
で
扱
う
の
が
、
（
ａ
）

（
ｂ
）
が
噸
複
す
る
部
分
、
「
第
二
・
三
の
流
れ
」
で
扱
う
の
が
、
（
ｂ
）
の
う
ち
（
ａ
）
と
菰
腹
し
な
い
部
分
で
あ
る
。
枠
組
み
の
被
皿
と
し
て
付
け
加
え
て

お
け
ば
、
（
ｃ
）
の
う
ち
（
ａ
）
と
も
（
ｂ
）
と
も
諭
複
し
な
い
部
分
、
つ
ま
り
民
法
・
戸
騎
法
以
外
が
規
定
す
る
「
家
」
制
度
の
例
と
し
て
は
「
隣
組
」
が
、

（
ｄ
）
の
例
と
し
て
は
「
教
育
勅
語
」
を
蟻
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
５
）
「
新
民
法
の
成
立
」
三
六
八
頁
。

（
６
）
そ
の
叩
附
は
、
川
脇
「
学
界
腿
弛
Ⅱ
水
近
代
法
史
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
文
件
」
（
注
Ｉ
）
巾
の
段
落
．
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）
民
法
改
正
過
侃
の
研
究
一
般
に
関
し
、
剛
内
の
研
究
状
況
及
び
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
は
、
利
谷
偏
義
「
家
族
制
庇
論
争
」
小
林
矼
樹
／
水
水
油
細

部
現
代
Ⅲ
木
の
法
胆
似
』
、
斐
川
、
一
九
七
六
年
、
一
六
六
’
一
七
川
口
を
参
照
。
ま
た
、
一
几
七
八
年
段
階
で
の
、
瓜
法
改
正
過
雁
の
研
究
に
残
さ
れ
た
課

題
を
縦
剛
し
た
一
文
、
Ⅲ
孝
一
「
比
法
改
正
」
『
法
祁
時
側
」
Ⅲ
○
巻
一
三
甥
（
一
九
七
八
年
）
（
『
家
族
決
杵
作
選
災
飾
一
を
戦
後
改
耶
と
家
族
法

ｌ
蕊
・
氏
・
戸
廠
』
ｎ
本
評
論
社
七
九
ｌ
几
匹
向
に
、
「
鋪
三
章
二
○
年
を
綴
て
噸
み
る
改
岻
過
概
ｌ
頚
斐
先
生
へ
の
架
空
質
問
状
ｌ
と
と
し
て

再
録
）
も
参
照
。
共
に
年
代
は
満
干
遡
る
が
、
研
究
状
況
に
は
そ
の
後
さ
ほ
ど
変
化
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
８
）
堀
内
節
「
家
事
審
判
制
度
の
研
究
』
「
続
家
事
審
判
制
度
の
研
却
塵
双
方
と
も
中
央
大
学
出
版
部
、
順
に
一
九
七
○
年
、
一
九
七
六
年
。

（
９
）
前
注
の
前
著
の
一
○
三
五
－
一
○
Ⅲ
三
瓜
、
後
粁
の
一
○
Ⅲ
六
’
二
○
七
両
（
こ
ち
ら
は
第
二
章
の
Ⅲ
迎
注
参
照
）
。

（
川
）
同
併
二
二
八
’
二
九
六
画
の
、
「
飾
五
新
趨
法
の
要
諭
に
よ
る
氏
法
改
正
と
来
朝
褥
判
制
度
」
本
文
、
及
び
そ
こ
に
示
さ
れ
た
（
同
謝
所
収
の
）
一
次

史
料
。

し
の
と
す
る
。

法
学
志
体
節
九
十
Ｗ
巻
簸
川
号

六
Ｎ

の
辮
蝋
体
の
議
邪
録
が
あ
る
。
第
二
に
、
法
改
正
過
服
の
疵
接
側
係
行
が
、
当
時
を
回
噸
す
る
廠
談
会
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
の
紀
録
が
あ
る
。
こ
の
二
打
は
、

法
改
正
過
程
を
解
明
す
る
た
め
の
史
料
と
し
て
の
価
値
・
精
確
性
に
差
異
が
あ
り
、
「
史
料
」
と
し
て
同
列
に
扱
う
こ
と
は
Ⅲ
来
な
い
。
ま
た
、
抑
々
後
者
を

「
史
料
」
と
見
な
す
べ
き
か
、
に
つ
い
て
も
見
解
の
州
述
が
あ
ろ
う
。
水
稲
で
は
、
右
の
点
を
冊
保
し
つ
つ
、
史
料
・
文
献
に
一
両
及
す
る
際
に
、
そ
の
質
的
兼

異
に
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
、
単
に
便
宜
的
表
現
な
方
法
と
し
て
、
前
者
を
「
一
次
（
的
）
史
料
」
、
後
者
を
「
二
次
（
的
）
史
料
」
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
上
で
、
。
次
文
献
」
と
い
う
川
謡
は
な
る
べ
く
避
け
る
．
が
、
敢
え
て
（
本
稿
末
雌
の
リ
ス
ト
の
如
く
）
「
一
次
文
献
」
と
い
う
と
き
は
ｌ
こ
れ
も
必

ず
し
も
一
般
的
な
川
諮
法
で
は
雄
い
が
、
叩
に
府
の
「
史
料
」
と
の
側
迦
を
明
確
化
す
る
同
的
の
た
め
に
ｌ
伽
謝
・
後
者
双
力
を
併
せ
た
「
史
料
」
を
鵬
す
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（
、
）
「
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
」
の
誠
を
、
水
稲
で
い
か
な
る
意
味
に
川
い
る
か
に
つ
い
て
、
以
下
を
予
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

こ
の
点
が
耐
喫
な
の
は
、
一
万
で
は
当
時
の
Ⅲ
本
側
の
法
改
正
関
係
打
の
多
く
が
、
川
語
上
も
発
想
上
も
Ｇ
Ⅲ
Ｑ
の
内
部
部
局
を
必
ず
し
も
個
別
に
分
離
し

て
捉
え
て
い
な
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
他
力
で
改
庇
内
行
に
よ
っ
て
は
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
内
部
に
対
肱
が
あ
っ
た
た
め
、
内
部
部
局
の
仙
別
分
離
的
扱
い
が
災
求
さ
れ

（
旧
）
「
戸
溌
法
ノ
脳
談
会
Ｉ
」
（
本
稿
木
尾
の
略
語
友
参
照
）
三
川
ロ
に
拠
れ
ば
、
小
俣
は
一
九
Ⅲ
六
年
一
二
川
か
ら
瓦
二
年
一
川
ま
で
司
法
行
（
後
の
法
扮

庁
・
法
務
尚
）
比
邪
励
に
在
繍
し
て
い
る
。

（
肥
）
命
名
は
、
竹
下
史
郎
救
授
に
よ
る
。
こ
の
文
付
は
、
竹
下
教
授
と
共
に
こ
の
史
料
を
符
川
し
て
お
ら
れ
る
川
孝
一
教
授
の
御
厚
意
で
凹
魔
さ
せ
て
頂
い
た
。

こ
の
場
を
備
り
て
Ⅲ
教
授
、
竹
下
教
授
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
Ⅳ
）
こ
の
間
科
も
、
利
谷
脇
義
教
授
の
御
細
介
に
よ
り
、
川
教
授
・
竹
下
教
授
の
御
厚
意
で
閲
覧
さ
せ
て
Ⅸ
い
た
。
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
旧
）
戸
篇
法
が
「
民
那
法
」
か
否
か
の
鍍
論
は
今
一
Ⅲ
一
措
く
。
こ
こ
で
言
う
の
は
、
比
耶
法
（
具
体
的
に
は
民
法
）
と
の
側
述
で
戸
瀞
法
改
正
史
を
扱
っ
た
、

（
Ⅱ
）
何
岱
の
評
価
・
問
題
点
の
謙
細
は
、
水
楠
第
二
東
、
序
の
側
述
注
参
照
。

（
吃
）
検
索
・
調
査
の
可
能
性
の
詳
細
は
、
仙
桶
「
学
界
歴
型
日
本
近
代
法
史
Ｇ
Ⅲ
Ｑ
文
書
」
（
注
し
を
参
照
。

（
旧
）
川
稿
「
元
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
民
政
同
次
長
故
チ
ャ
ー
ル
ズ
．
Ｌ
・
ケ
イ
デ
ィ
ス
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
一
九
九
三
年
）
－
－
憲
法
二
四
条
の
成
立
と
、
民
法
・

戸
蠕
餓
の
「
家
」
制
幽
の
改
廃
過
膿
ｌ
」
『
法
学
志
休
』
九
Ｗ
避
二
緋
（
一
九
九
Ｌ
雌
一
川
）
、
一
軍
三
Ｔ
一
，
八
、
参
剛
．
本
文
に
ケ
イ
デ
ィ
ス
ヘ
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
収
録
し
、
注
に
お
い
て
そ
の
内
容
を
批
判
的
に
検
討
し
、
か
つ
シ
ロ
タ
ヘ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
容
に
必
要
な
範
州
で
一
而
及
し
て
お
い
た
。

、
）
御
多
忙
な
中
、
批
菰
な
時
側
を
割
い
て
下
さ
っ
た
釆
栖
教
授
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
遅
き
に
失
す
る
が
、
こ
の
場
を
借
り
て
川
島
教
授
に

第
一
に
、
題
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
ｎ
身
が
関
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
Ｏ
Ｓ
が
特
に
改
正
初
期
に
は
、
ほ
ぼ
排
他
的
に
主
導
し
た
こ
と
か
ら
、

｜
章
を
は
じ
め
、
本
稿
全
般
を
通
し
て
「
Ｇ
Ⅲ
Ｑ
」
と
い
う
時
に
は
、
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
ト
ッ
プ
と
す
る
総
体
と
し
て
の
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
、
及
び
改
正
を
担
当
し
た

部
局
と
し
て
の
Ｏ
Ｓ
」
を
脂
す
。

第
二
に
、
民
法
改
正
乃
蕊
「
宝
ご
制
度
改
廃
（
刀
針
）
と
の
関
係
で
は
、
次
の
二
点
に
嗣
愈
す
べ
き
で
あ
る
（
詳
細
は
二
章
に
譲
る
）
。
即
ち
、
日
本
側
関

係
者
の
多
く
は
主
観
的
に
、
Ｏ
Ｓ
と
Ｃ
ｌ
＆
Ｅ
を
一
体
と
し
て
「
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
」
と
捉
え
て
い
る
こ
と
、
そ
の
一
因
と
し
て
災
際
に
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
側
で
も
、
組
織
上
、
氏

法
改
正
の
椛
限
は
Ｏ
Ｓ
に
あ
り
、
ｃ
Ｉ
＆
冊
に
は
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
Ｃ
ｓ
は
、
Ｏ
Ｓ
と
Ｃ
ｌ
＆
旧
の
迎
挑
を
砿
祝
し
て
い
た
こ
と
、
で
あ
る
。
従
っ
て
、

戦
後
占
髄
醐
芯
民
法
・
戸
繍
法
改
正
過
稗
（
一
）
（
和
川
）

六
五

ご
御
多
忙
な
中
、
批
聿

感
謝
の
意
を
災
し
た
い
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ろ
か
ら
で
あ
る
。

Hosei University Repository



法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
四
号

一ハーハ

民
法
改
正
と
の
側
辿
で
（
主
に
二
素
で
）
敢
え
て
「
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
」
と
言
う
時
は
、
こ
れ
は
、
「
主
に
は
Ｏ
Ｓ
、
剛
次
的
に
Ｃ
ｌ
＆
Ｅ
」
を
窓
味
す
る
が
、
必
婆
に

応
じ
て
、
０
ｓ
・
Ｃ
ｌ
＆
旧
の
語
を
使
い
分
け
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

第
三
に
、
戸
鰯
法
改
正
過
程
で
は
以
上
と
は
異
な
り
、
三
・
五
章
に
述
べ
る
通
り
、
Ｃ
ｓ
と
Ｐ
Ｈ
Ｗ
は
、
人
口
動
態
調
査
を
め
ぐ
る
改
正
に
お
い
て
尖
鋭
な

対
立
を
見
せ
て
お
り
、
「
Ｇ
Ⅲ
Ｑ
」
と
い
う
川
諮
は
分
析
遊
興
と
し
て
は
槻
他
し
な
い
。
そ
こ
で
、
Ｏ
Ｓ
・
Ｐ
Ⅱ
Ｗ
（
及
び
、
関
与
の
度
合
は
低
い
が
、
叫
合

に
よ
り
Ｃ
ｌ
＆
Ｅ
）
等
、
川
謡
も
細
か
に
使
い
分
け
る
。

（
加
）
そ
の
作
業
の
本
質
的
一
環
と
し
て
、
あ
る
程
度
先
行
研
究
が
取
り
上
げ
て
い
た
民
法
改
正
過
程
に
関
す
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
側
一
次
史
料
を
、
更
に
可
能
な
限
り
広

範
皿
に
洲
通
し
、
縦
理
し
た
（
二
章
参
照
）
。
ま
た
、
以
上
の
作
業
に
よ
り
、
本
欄
が
戦
後
占
傾
史
の
全
休
像
の
解
明
に
も
微
か
な
り
と
も
貢
献
す
る
と
こ
ろ

が
あ
る
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。
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